
　家賃の決定のためには、月収額を算出しなければなりません。基本的には、その世帯の所得の合計額から

― 該当する控除額の合計金額

158,000円以下であること（計算後の月額所得）

214,000円以下であること（計算後の月額所得）

○申込者および同居親族の所得を合計した月額所得が以下の基準内であること。

○月収額の計算方法について

障がい者控除

特別障がい者控除

特定扶養親族
扶養親族のうち１６歳以上２３歳未満の方
（合計所得金額が３８万円以下の方）

　２５０，０００円×（　　）人

老人控除対象
配偶者控除

同居している控除対象配偶者および扶養親族のうち７０歳以上の
方

　１００，０００円×（　　）人

寡夫控除

本人、配偶者および扶養親族のうち、以下の障がい者手帳の交
付を受けている人
①身体障がい（１、２級の方）
②精神障がい（１級の方）
③知的障がい（A1、A2級の方）

　４００，０００円×（　　）人

次のすべてに当てはまる場合
①　次のア、またはイに当てはまる方
ア．妻と死別、または離婚した後婚姻されていない方、妻の生死
が明らかでないもの
イ．非婚父子世帯で、現在も婚姻されていない方
②　扶養親族、またはその者と生計を一にする子（合計所得金額
が38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族となって
いない方に限る）がいる方
③　合計所得金額が500万円以下である方

本人、配偶者および扶養親族のうち、以下の障がい者手帳の交
付を受けている人
①身体障がい（１、２級以外の方）
②精神障がい（２、３級の方）
③知的障がい（B１級以下の方）
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　２７０，０００円×（　　）人

老人扶養親族 別居している扶養親族のうち７０歳以上の方 　１００，０００円×（　　）人

寡婦控除

次の①＋②、または③のいずれかに当てはまる場合
①　次のア、またはイに当てはまる方
ア．夫と死別、または離婚した後婚姻されていない方
夫の生死が明らかでないもの
イ．非婚母子世帯で、現在も婚姻されていない方
②　扶養親族またはその者と生計を一にする子（合計所得金額が
38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族となってい
ない方に限る）がいる方
③　夫と死別した後婚姻していない方、または夫の生死が不明な
方で、合計所得金額が500万円以下である方（この場合、扶養親
族などの要件はありません。）

　２７０，０００円
（所得金額が２７万円未満の場合
は、当該所得額）

基
本
的

同居親族 本人以外の配偶者及び同居扶養親族
　３８０，０００円×（　　）人

別居扶養親族 所得税法上の控除を受けている別居扶養親族

　　　　得控除後の金額のこと。

控除金額

控　除　金　額　の　計　算

控除の種類 内　　　　訳 控　除　額

【障がい者、老人、小学校就学前の子どもがいる世帯】

【一般世帯】

　　合には、公的年金等控除額）を控除した額をいいます。

　　　※所得証明書に記載されている所得控除後の金額または源泉徴収票に記載されている給与所

該当する控除額を差し引いて１２月で割って算出します。控除額は、次の表のとおりですので参考にして下さい。

月収額 ＝
世帯の年間総所得金額

１２ヵ月

　〇年間総所得金額とは、年間総収入額から税法上認められた必要経費（老齢年金・普通恩給の場


